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感染拡大防止対策期における対策について 

 
平素より、本県の交通行政について格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 
 年初から全国的に、感染力が非常に強いオミクロン株が急速に浸透し、本県においても

感染が急拡大し、医療提供体制への影響が懸念されたため、１月２１日から３月２１日ま

での間、まん延防止等重点措置が適用され、現在、県下全域を措置区域として感染防止対

策の強化を図っております。 

 本県においても、新規感染者数は４００人を超える日があり、特に高松市内の感染者が

６割前後で推移し、次に中讃地域が約３割を占めるなどしていますが、県全体の新規感染

者数の推移は、ほぼ横ばいの状況にあります。 

 一方、オミクロン株の特徴として、３０歳代までの若い世代の感染者が約６割と多く、

症状もほとんどの方が無症状、軽症であり、医療のひっ迫具合を示す確保病床使用率や重

症確保病床使用率も、５０％を下回って安定的に推移しております。 

 こうした状況の中、重点措置については、３月１７日開催の政府対策本部において、３

月２１日をもって終了することが決定されました。 

 また、本県の対策期については、現行の「感染拡大防止対策期」を４月１０日まで継続

することとしましたが、これから年度末・年度初めを迎えるにあたり、進学や就職、転勤

などによる人々の移動が増え、歓送迎会や謝恩会などによる会食の機会が増えてくること

が想定されますので、改めて、県民の皆さま、事業者の皆さまには、基本的な感染防止対

策の徹底をお願いします。 

 また、県広域集団接種センターでの追加接種について、日曜日から木曜日については、

予約なしでも接種を受けられることとしましたので、希望される方は接種をお願いします。 

 つきましては、貴職におかれまして、「年度末・年度初めを迎えるにあたり、知事から県

民の皆さまへのお願い」（資料１）、「年度末・年度初めを迎えるにあたってのお願い」（資

料２）、「職場における感染対策徹底のお願い」（資料３）、「感染拡大防止対策期における対

策について」（資料４）、「イベント等の開催に係る留意事項について」（資料５）、「ワクチ

ン追加接種について」（資料６）の貴社（団体）の職員の皆様及び関係先への周知並びに感

染防止対策の徹底につきまして、ご協力をお願いします。 


